
市民意見提出手続条例に基づき、皆さんの意見を募集します

のお知らせ国民年金 問合先　
市役所医療年金課年金係
（M31-4532）

請求・相談先は初診日に加入していた年金制度によって異なります。

下記の素案の詳しい内容は、各公表場所に備え付けの資料か市ホームページをご覧ください。

・１級：他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。
・２級：必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によっ
　　　　て収入を得ることができないほどの障害。

1. 初診日が下記のいずれかの期間にあること
　　・国民年金加入期間
　　・20歳前または日本国内在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
2. 初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
3. 障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表の１級または２級に該当している
　こと（身体障害者手帳等の等級とは異なります）

１０月上旬～１１月上

市役所・各行政センター１階市政情報コーナー、各支所、市ホームページ

市ホームページや原案の公表場所に備え付けている意見等の提出書に、住所、氏名（団体名）、意見等提出者の区分を記入
の上、メール、郵送、信書便、ファクス、持参で提出してください。

市役所１階市民税課

市民税課（〒085-8505黒金町7-5　M31-4514　O25-8530　Pshi-shiminzei@city.kushiro.lg.jp）

釧路市税条例の一部

2024（令和６）年度までの時限措置とされている入湯税の
超過課税について、期間を恒久化するとともに、引き上げ
額を現行の100円から150円とすることとしたもの。

釧路市観光振興ビジョンの観光戦略に基づく、観光振興、交
流・関係人口の拡大を図るため、2026（令和８）年４月か
らの導入を目指す宿泊税について、必要な事項を定めるもの。

釧路市宿泊税条例の

内容

募集期間

原案の公表場所

意見の提出方法

提出・問合先

初診日……障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日。
障害認定日…障害の原因となった病気やけがについての初診日から１年６カ月を過ぎ
　　　　　　た日、または１年６カ月以内にその病気やけがが治った場合（症状が
　　　　　　固定した場合）はその日。

こちらからアクセスできます▶

３つの要件 請求するまでの流れ

用語の説明

相談先

詳しい認定基準については日本年金機構ホームページをご覧ください。

初診日時点の年金制度加入状況 年金の種類 相談先

・国民年金に加入している
・20歳になる前
・60～64歳で年金制度に加入
　していない

厚生年金加入中
共済年金加入中

厚生年金や共済年金に加入して
いる配偶者の扶養に入っている

市役所医療年金課年金係（M31-4532）
※予約相談を行っています。
　事前にご連絡ください。

年金事務所（予約専用M0570-05-4890）
各共済組合

年金事務所（予約専用M0570-05-4890）

障害基礎年金

障害基礎年金

障害厚生年金
障害厚生年金

障害基礎年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、次の３つの要件を満たした方が受け取ることが
できる年金です。
状況により相談先が異なりますので、相談先を確認の上、まずはご相談ください。

10月７日㈪～11月5日㈫

市役所・各行政センター１階市政情報コーナー、各支所、市ホームページ

　市ホームページや原案の公表場所に備え付けている意見等の提出書に、住所、氏名（団体名）、意見等提出者の区分を記
入の上、メール、郵送、信書便、ファクス、持参で提出してください。

市役所１階市民税課

市役所市民税課税務係（〒085-8505　黒金町7-5　M31-4513　O25-8530　Pshi-zeimu@city.kushiro.lg.jp）

釧路市税条例の一部改正

　2024（令和６）年度までの時限措置とされている入湯税
の超過課税について、期間を恒久化するとともに、引き上げ
額を現行の100円から150円とすることとしたもの。

　釧路市観光振興ビジョンの観光戦略に基づく、観光振興、
交流・関係人口の拡大を図るため、2026（令和８）年４月か
らの導入を目指す宿泊税について、必要な事項を定めるもの。

釧路市宿泊税条例の制定

内容

募集期間

原案の公表場所

意見の提出方法

提出・問合先

・初めて医師の診療を受けた日および病院名
・初診から現在までの病院名と受診期間
　病院からの書類はこの段階では必要ありませ
ん。お薬手帳や病院へのお問い合わせなどで確
認してください。

❶初診日と通院歴等の確認

障害基礎年金をご存じですか？

　制度説明や受給要件を確認し、必要書類をお
渡しします。

❸窓口で、相談する

　必要書類がそろいましたら、市役所または年金
事務所等に提出してください。
　書類の確認や請求後の説明に、時間がかかる場
合がありますので、時間に余裕をもってお越しく
ださい。
　※審査結果については、請求から３～４カ月後に日
　　本年金機構等から送付されます

❹請求書類を提出する

※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受けとること
　ができる場合があります

❷相談の予約をする
　予約相談を行っていますので、事前連絡をお
願いします。制度説明や受給要件の確認など、
約１時間程度かかりますので、時間に余裕をも
ってお越しください。
　初診日と通院歴の確認ができていない場合で
も予約は可能です。
　また、予約をしていなくても相談は可能です
が、予約優先となりますので、お待ちいただく
場合があります。
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